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要望と提案に関わる行政動向（品確法の概要） 

はじめに 
 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正品確法」という）」が令和元年6月

14日に公布・施行されました。改正前の品確法では発注者の責務として予定価格の設定等を定めるほか、多様な入

札契約方式の導入・活用を位置づけ、行き過ぎた価格競争の是正を図ってきました。 

 一方、建設業を取り巻く環境は大きく変化し、特に頻発・激甚化する災害対応の強化、長時間労働の是正などに

よる働き方改革の推進、情報通信技術の活用による生産性向上が急務となっております。また、公共工事の品質確

保を図るためには、工事の前段階に当たる調査・設計においても公共工事と同様の品質確保を図ることも重要な課

題となっております。 

 こうした環境の変化や課題に対し、インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目的として、品

確法が改正されました。 

 また、改正品確法の理念を現場で実現するための「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進する

ための基本的な方針」（以下、「基本方針」という）や「発注関係事務の運用に関する指針」（以下、「運用指

針」という）も併せて改正されています。 

 本資料では、要望と提案の根幹をなす品確法や基本方針、運用指針の概要を紹介いたします。 

１．品確法の概要 （令和元年6月14日公布・施行） 
 品確法の改正の柱は次のとおりであり、調査等の品質が公共工事の品質を確保を図る上で重要であることから、

「調査・設計の品質確保」が位置づけられました。 

 

〇災害時の緊急対応の充実強化 

 災害対応の担い手の育成・確保、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備を実現するため、発注

者の責務を規定。 

〇働き方改革への対応 

 適正な請負代金・工期による請負契約等を実現するため、発注者の責務（適正な工期の設定や施工時期平準化へ

の取り組み等）や受注者の責務（下請契約締結）を規定。 

〇生産性向上への取り組み 

 受注者・発注者の責務として情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上を規定。 

〇調査・設計の品質確保 

 公共工事に関する調査等（測量、地質調査その他の調査（点検及び診断含む）及び設計）について広く本法律の

対象と位置づけ。 

 

[出典］  ■国土交通省 品確法の改正 http://www.mlit.go.jp/common/001293022.pdf 

（令和元年6月14日公布・施行） 

 

 

（令和元年10月18日閣議決定） 

〇公共工事の品質確保の促進の意義や施策に関する基本的方針を広く規定 

〇国、地方公共団体等は、基本方針に従って必要な措置を講ずる努力義務 

 

（令和2年1月30日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議、令和2年4月運用開始） 

  〇発注者が自ら発注体制や地域の実情に応じて、発注関係事務を適切かつ効率的に運用するための共通の指針 

 

[出典］  ■国土交通省 品確法の改正 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000177.html 

品確法 

基本方針 

運用指針 

品確法改正の理念を現場で実現するため、基本方針や発注者共通の運用指針についても改正 

http://www.mlit.go.jp/common/001293022.pdf
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000177.html


2．基本方針の概要 （令和元年10月18日閣議決定） 

 改正品確法が成立したことを踏まえ、公共工事の発注者等が講ずべき具体的な措置について定める基本方針も併

せて改正となりました。基本方針改正の全体像は次のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本方針の中で、「調査等の品質確保に関する事項」として「(1)調査等における発注関係事務の適切な実施」

「(2)調査等における受注者等の責務に関する事項」「(3)調査等の性格等に応じた入札及び契約の方法」について

記載されています。 

 このうち、「(1)調査等における発注関係事務の適切な実施」には、発注者は「①予定価格の適切な設定」「②災

害時の緊急対応の充実強化」「③ダンピング受注の防止」「④計画的な発注、実施の時期の平準化」「⑤適正な履

行期の設定および適切な設計変更」等に留意した発注がなされるよう必要な措置を講ずるものとしています。 

［出典］  ■国土交通省 品確法基本方針 ：https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000650.html 
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３．運用指針の概要  

（令和2年1月30日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議、令和2年4月運用開始） 

 運用指針は、各発注者が発注関係事務を

適切かつ効率的に運用できるよう、発注者

共通の指針として体系的にとりまとめてお

り、主なポイントは右図のとおりです。測

量、調査及び設計に関しても必ず実施すべ

き事項等の明記がなされています。 

 なお、国は発注関係事務が適切に実施さ

れているかについて、毎年調査を行い、そ

の結果を公表するものとしています。 

 

［出典］ ■国土交通省 品確法運用指針 ：

http://www.mlit.go.jp/tec/

tec_reiwaunyoshsishin.html 
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